
行動計画の内容・取組状況 

 

 

計画期間   平成 23年 4月 1日～平成 28年 3月 31日（5年・第 1期目） 

 

目 標 

１．所定外労働の削減のための措置の実施 

２．年次有給休暇の取得の促進 

 

対 策 

１． ○所定外労働の削減のための措置 

・定時退庫日の実施 

２． ○年次有給休暇の取得の促進のための措置 

・連続休暇の取得の徹底 

・記念日（誕生日・結婚記念日）における年次有給休暇の取得の促進 

 

実 績 

１．下記①～②の実施により所定外労働の削減のための措置を実施した。 

①定時退庫日の実施 

当初は月２回とし、その後月３回に増やして実施した。 

②指示の徹底 

衛生委員会委員長名で定時退庫日の定時退勤を指示する文書を各部署あて発出したほか、各部

署の定時退庫日の事前計画及び実施結果を報告させて指示を徹底した。 

 

 

２．下記①～②の実施により年次有給休暇の取得の促進のための措置を実施した。 

①連続休暇の取得の徹底 

５営業日の連続休暇の取得を促す企業内文書を継続的に発信した。 

連続休暇の取得が確実に行えるよう各部・店舗ごとの事前の計画表を職員の希望を確認の上、 

作成した。 

②記念日（誕生日・結婚記念日）における年次有給休暇の取得の促進 

②毎月１回、当該月に誕生日がある職員の氏名等と休暇取得を促す企業内文書を継続的に発信し

た。その結果、実施前より 34人取得者が増加した。 

 

 

行動計画中の育児休業等の取得状況 

◎ 男性の看護休暇の取得・・・・・１人 

◎ 女性の育児休業の取得・・・・・１３３％（休業取得者／出産者）※ 

                 ※計画期間前に出産し休業取得した者の関係で１００％を超えます。 

鳥取信用金庫 
所 在 地：鳥取市 

業 種：金融業 

労働者数：２４０人（平成 28年 4月 28日現在） 
認定日 平成 28年 6月 2日 

 
 
 
 
 
 


